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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第１項の規定による
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住民監査請求結果 

 

第１ 請求の受理 

１．請求人及び請求人ら代理人 

請求人  

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

 

 ■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

 

 

請求人ら代理人 

弁護士 ■ 

 

２．請求の提出日 

   平成３０年（２０１８年）３月１３日 

 

３．請求の趣旨（原文どおり。ただし、事実証明書の添付は省略） 

１ 財産区は地方自治法（以下｢法｣という｡）の規定する特別地方公共団体であるところ、

その財産の管理処分等については地方公共団体の規定が適用され（法 294条 1項）、財産

区財産の処分等についても住民監査請求の対象となる｡ 

ちなみに、地方公共団体の契約法規範の基本原則としては、最少経費最大効果原則（法

2条 14項）、最少限度経費支出原則（地方財政法 4条 1項）などがある｡地方公共団体の

売買契約等が私法上無効とされるのは、当該契約が法令又はその趣旨に反して、契約自

体を無効としなければ法令の趣旨を没却する結果となる特段の事情がある場合に限られ

るが、そうでない場合であっても地方公共団体の長などがその裁量権を逸脱･濫用したと

認められるときには、地方公共団体が被った損害を賠償する義務を負う｡ 

２ 豊中市大字北刀根山財産区（以下｢北刀根山財産区｣という｡）は、豊中市待兼山町 163

番 5の土地（通称｢金坂池｣、実測面積は 4950.39㎡、以下｢本件土地｣という｡）について、

条件付一般競争入札の手続で買受人を募集したところ（甲１）、■■■■■■■■■■

■■が落札し、本年１月 15 日、代金 572,572,572 円で売買契約を締結している（甲２、

以下｢本件売買｣という｡）｡しかしながら、本件売買は違法あるいは不当な財産の処分に

該当し、北刀根山財産区に多額の損害を及ぼすものである｡ 

本件入札前に実施された不動産鑑定の評価額（埋立造成後という条件付き）は金

712,900,000円（甲３、1㎡当たり金 144,000円）であり、本件売買の代金額は、鑑定評
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価額よりも金 140,327,428円低いものである｡その上、近隣土地の固定資産税評価額から

時価に割り戻すと（固定資産評価基準によれば固定資産評価額は時価の 7割）、本件土地

の時価は金 1,029,200,000円となることから（甲４、1㎡当たり金 207,917円）、本件売

買はこれよりも金 456,627,428 円低額での売却となる｡このような廉価での財産処分は、

最少経費最大効果原則ないし最少限度経費支出原則に反することは明らかであって、本

件売買は違法あるいは不当なものである｡ 

さらに、本件入札手続の最低売却価格は金 327,413,000 円と設定されていて、不動産

鑑定の評価額金 712,900,000 円の約 46%という極めて低価格であり、この最低売却価格

の金額設定は埋立造成費用を考慮したとしても著しく低い金額である｡そして、今回は最

低売却価格より 245,159,572 円高い金額で落札されているところ、最低売却価格の算出

経緯並びになぜ最低売却価格より 245,159,572 円高い金額で応札したのか、落札者の入

札資格（反社会的団体等の関係）を含め精査すべきである｡ 

３ 地方公共団体の財産は、条例又は議会によらなければ、｢適正な対価｣なくしてこれを

譲渡できない（法 237 条 2 項、96 条 1 項 6 号）｡これは、地方公共団体の財産上の損失

の発生や、特定の者の利益のために財政の運営がゆがめられることの防止を目的として、

適正な対価によらずに財産の譲渡等を行う必要性を議会の判断に委ねるものである｡ 

本件売買契約の代金額は、不動産鑑定の評価額及び近隣の固定資産税評価から割り戻

した時価と比べて著しく低額であって｢適正な対価｣とはいえない｡したがって、条例又は

議会の議決によらなければ違法である｡鑑定評価額から埋立造成費用を差し引いたとい

う理由で売買代金額が低額となったというのであれば、その経緯および金額算出根拠を

議会で説明し議決を得るべきである｡ 

また、5000㎡を超える不動産の処分については議会の議決が必要である（法 96条 1項

8 号）｡本件土地の契約面積は 5000 ㎡を下回るが、豊中市待兼山町 163 番 1 の土地と一

体で造成することが入札条件および売買契約内容となっていることから、実質的には

5000 ㎡を超える売買契約であって、議会の議決によらなければ違法である｡そうでなく

とも、5000 ㎡の僅か 1%の 50 ㎡を下回るように分割して売却することは、議会の議決を

回避することを目的としたものとして不当である｡ 

４ よって、監査委員は、豊中市長に対し、次のとおり勧告するよう求める｡ 

本件土地（通称｢金坂池｣）の売却に関して、関係団体、関係人、決裁権者、北刀根山財

産区管理者、その他の責任者に対し、北刀根山財産区の損害につき、不当利得返還請求

又は損害賠償請求を行うこと｡ 

 

上記のとおり、地方自治法 242 条 1 項の規定により、別紙事実証明書（甲１～４）を

添付の上、必要な措置を請求する｡ 

 

事実証明書 

・甲第１号証 財産区有地売却実施要領「条件付一般競争入札」（平成２９年度

（2017年度）豊中市大字北刀根山財産区（管理者:豊中市長）） 

・甲第２号証 財産区有地売買契約書（売払人：豊中市大字北刀根山財産区財産管理

者 淺利敬一郎、買受人：■■■■■■■■■■■■） 
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・甲第３号証 鑑定評価書（■■■■■■■■■■■■■■） 

・甲第４号証 平成２９年度 固定資産税・都市計画税課税明細書 

 

 ４．請求の要件審査 

   本件住民監査請求は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）     

第２４２条所定の要件を備えているものと認め、平成３０年３月１３日付けで受理した。 

 

第２ 監査の実施 

 １．監査対象部課 

   本件住民監査請求に係る通称金坂池（以下「金坂池」という。）は、豊中市大字北刀根山財

産区（以下「北刀根山財産区」という。）財産である。豊中市事務分掌規則（昭和３７年豊中

市規則第７号）第５条によれば、財産区に関することは、資産活用部資産管理課（以下「資

産管理課」という。）の分掌事務と規定されているから、資産管理課を監査対象部課とした。 

  

２．請求人らからの陳述の聴取等 

法第２４２条第６項の規定に基づき、請求人らに証拠の提出及び陳述の機会を設けたとこ

ろ、平成３０年４月１０日に、同月９日付け住民監査請求補充書及び事実証明書が提出され

た。また、同月１３日に請求人らのうち、７名からの陳述があった。 

（１）住民監査請求補充書の内容（原文どおり。ただし、事実証明書の添付は省略） 

今般､請求人らは行政文書開示請求により､市において試算した造成工事費に関する資料

（■■■■■■■■■■■の作成に係る平成 28 年 11 月付け金坂池活用計画案作成業務報

告書）を取得したので､その見積書などに基づき平成 30年 3月 12日付け住民監査請求（同

月 13日付け受理）の｢請求の趣旨｣を下記のとおり補充する。 

記 

１ ■■■■■■■■■■■の作成に係る平成 28 年 11 月付け「金坂池活用計画案作成業

務報告書｣（甲７）によると、直接工事費（準備工事、土工事、擁壁工事等）が金 314,421,000

円、概算工事費（直接工事費に諸経費 30%を加えたもの）が金 408,000,000円とされてい

る。他方、本件入札前に実施された不動産鑑定の評価額（埋立造成後という条件付き）

は金 712,900,000円（甲３、１㎡当たり金 144,000円）である。 

そこで、土地の不動産鑑定評価の金額から造成工事費を差し引くと、豊中市の想定す

る予定価格が算出されるはずであり、その計算式は次のとおりとなる。 

土地の鑑定額－工事費＝（市の予定する）売却価格 

712,900,000－408,000,000＝304,900,000（円） 

しかし、この金額は豊中市が提示した予定価格（最低売却価格）金 327,413,000 円と

は異なる。また、豊中市による金坂池（4950㎡）の平成２９年度固定資産税仮評価の金

額である金 360,775,800 円（甲５）とも異なる。豊中市は、いかなる計算式で予定価格

（最低売却価格）を算出したのか明らかでないし、その予定価格の算出方法について市

議会においても説明がなされていない。 

２ 他方で、今回の買受人である■■■■■■■■■■■■は予定価格（最低売却価格）

金 327,413,000 円に対し、金 572,572,572 円で買受けたことになる。そうすると、買受
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人は金 245,159,572円の上乗せで金坂池を購入したことになる。 

これは最低売却価格との比較から見れば、その約１．７５倍で購入したことになり、

一般的には経済合理性のない取引行為であって、今回の買受行為には通常の不動産取引

では説明できない他の理由（マネーロンダリングなど）が隠されているのではないかと

の疑念も払拭できないのである。■■■■■■■■■■■■の買受金額の不自然さは他

の入札参加者の入札金額からみても分かるのであって、次順位入札参加者との金額差は

金 152,569,326円もある。 

３ ところで、■■■■■■■■■■■の作成に係る平成 28年 11月付け｢金坂池活用計画

案作成業務報告書｣（甲７）における直接工事費（準備工事、土工事、擁壁工事等金

314,421,000円）の中には、本来、土地購入後に開発業者が負担すべき防災工事、擁壁工

事、道路工事等が含まれ、また、概算工事費（直接工事費に諸経費 30％を加えたもの）

の内容は不明であるから、これらの費目は本件の売却においては考慮すべきものではな

い。したがって、金坂池の埋め立て工事費用としては、｢準備工事｣と｢土工事｣の合計金

額である金 209,914,000円が正当な工事代金である。 

４ そこで、正当な工事代金である金 209,914,000 円をもとに、適正な売却代金を算出す

ると次のようになる。この場合、不動産鑑定評価の金額あるいは時価から正当な工事を

差引くことを市議会で具体的に説明した上で議決を得なければ違法な財産の処分となる

ことは既に主張しているとおりである（法 237条 2項、96条 1項 6号、甲９）。 

まず、土地の不動産鑑定評価の金 712,900,000 円から正当な工事費用を差し引くと、

その計算式は次のとおりとなる。 

土地の鑑定額－工事費用＝売却価格 

712,900,000-209,914,000＝502,986,000（円）・・・① 

つぎに、近隣土地の固定資産税評価額から割戻し計算により算出した本件土地の時価

は金 1,029,200,000円（甲４、1㎡当たり金 207,917円）から正当な工事費用を差し引く

と、その計算式は次のとおりとなる。 

土地の時価－工事費用＝売却価格 

1,029,200,000－209,914,000＝819,286,000（円）・・・② 

本件の買受金額（金 572,572,572 円）と上の①および②の金額を比較すると、①の金

額との比較では金 69,586,572 円の赤字となるが,②との比較では金 246,713,428 円の黒

字となる。そうすると,①の計算における工事費用の計上金額が過大ということになる

（買受人は工事費用を 712,900,000－572,572,572＝140,327,428 円と想定したことにな

る）。この点も不明朗である。 

このように具体的な不動産評価や工事費目の内容について数字を精査すると、今回の

金坂池売却手続は正当に説明のできない事項ばかりであって、その手続違法（市議会で

の売却代金減額事由の具体的な説明もなく、議決もないこと）および実体違法（売却金

額が時価より著しく低廉であること）が明らかとなるのである。 

 

上記のとおり、地方自治法 242 条 1 項の規定により、別紙事実証明書（甲５～９）を追

加して添付の上、必要な措置を請求する。 
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事実証明書 

・甲第５号証 平成２９年度固定資産税仮評価額（平成２９年(2017 年)１１月２２日

付） 

・甲第６号証 平成２９年度財産区有地売却処分条件付一般競争入札 入札結果表 

・甲第７号証 金坂池活用計画案作成業務報告書（平成２８年１１月 ■■■■■■

■■■■■作成） 

・甲第８号証 履歴事項全部証明書（■■■■■■■■■■■■■） 

・甲第９号証 町有地売却違法損害賠償請求事件 高知県いの町（「判例自治」抜粋） 

 

 （２）請求人らの陳述（要旨） 

・待兼山町南地区には、金坂池があり緑豊かな住環境であった。今でも貴重な自然環境

と、優れた住環境を持つ数少ない住宅地である。 

・財産区の資金が枯渇したからといって、すぐに、池のかなりの部分を売却するという

のではなく、今後のまちづくり、防災拠点等を考えて、保全することができたと思う。 

・財産区財産である金坂池の処分については、北刀根山実行組合の強い意向のもとに、

行政が処分を推し進めたように思えてならない。 

・当自治会は、北刀根山財産区の構成員であり、財産区の財産の処分については、その

住民の福祉を増進するものでなければならないのに、このままでは、福祉の増進とは

正反対の、開発により発生する負担を私ども地区住民にすべて押し付けるということ

になると考える。 

・池があるということは、非常に景観がよく、自然が豊かなことである。それを失うこ

とになるので反対である。市の説明では、年間 20～30 万円の維持費を賄うために、  

5億円の物件を売るというアンバランスな売買である。 

・豊中には処分対象の池が１３ある。金坂池が民間活用で開発する第１号であると市は

いう。池を見たら埋めてしまえという短絡的な考えと思った。 

・治水関係は、非常に危ないかなと考える。池に湧水がわいている。この湧水の有無が、

工事仕様の見積りに大きく影響する。地形的に金坂池は水が集まる場所につくられて

いる。伏流水が出てきたら、追加工事は業者で対応する。湧水の位置は、豊中市の公

園と住宅地のあたりに相当する。なぜ、市は調査を事前にしなかったのか。業者は、

際限のない追加工事が始まる。 

・自治会は、金坂池のところに、公園を作ってくれと言ったことはない。防災拠点を確

保してくれとは言っていた。 

・清風荘は、昔は、麻田と北刀根山であった。大きな開発が最近進められている。貴重

な公共空間緑地環境の保全活用に関して、まったく構想を持っていない。 

・当初は、１３自治会の同意を得るといっていたが、いつのまにか同意は不要というこ

とになり、同意を得るかわりに、十分な説明がされたかというと、進め方については、

疑問ばかり残る結果となっている。 

・売却手続に入るまでの説明や回答を延ばして、時間がかかっていたのが、急に入札が

行われたことに驚いた。 

・中国道の北、阪大の西の孤立した、清風荘待兼山区域の扱いについて、豊中市が住民
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を無視するのであれば、むしろ池田市にしてもらったほうがすっきりする。 

・豊中市の金坂池に対して、池田市の中山池は、阪大の所有地になっているので、きれ

いな池の整備がされている。 

・不動産の取引価格は、近隣の取引実績もさることながら、住宅地においては、その宅

地から見える近隣の景観が不動産価格に与える影響が大きい。 

・心を癒す金坂池の水面と緑の力で、不動産の価格を上げる。自慢の池が、高さ 7 メー

トルものコンクリート擁壁下の谷底に、水辺空間とは名ばかり、水たまりになる。 

・市と売却先との間での地区所有地の売買契約の中で、公序良俗に反するような使用を

気にしていただく事項、風俗営業等の禁止事項、地元協議の特約事項など、それらが、

今後の我々の生活環境に一番重大である。中央環状線からの入り口道路というのは、

絶対作っていただきたい。また、建築協定内規に準じている戸建ての敷地面積が、  

１５０平方メートルと書いているが、市と業者の契約では、１００平方メートルとな

っている。 

 

 ３．関係職員からの陳述の聴取等 

法第２４２条第７項の規定に基づき、平成３０年４月１３日、資産活用部次長兼資産管理

課課長、同課主幹、同課課長補佐、都市活力部次長兼文化芸術課課長（元資産活用部次長兼

資産管理課課長）から、陳述の聴取を行った。その際、請求人らのうち、７名と請求人ら代

理人の立会いを認め、請求人ら代理人から意見があった。 

関係職員からの陳述の聴取等の主な内容は、次のとおりである。 

（１）関係職員からの陳述の聴取 

① 平成３０年３月１３日付けで住民監査請求を受理していますが、同請求書の記載事項

について誤りがないかどうか、誤りがあるとするなら、その箇所を指摘し、その理由を

述べてください。 

 

○ア  住民監査請求書１ページ「請求の趣旨」の２項、第２段落下から３行目の記述で、

「このような廉価での財産処分」の部分について、廉価での財産処分ということはな

く、誤りです。 

請求人が示している不動産鑑定の評価額は、当該土地を造成し、最有効利用の用途

で使用可能な状態にした場合における価格であり、現況（池）の状態での価格ではあ

りません。また、同じく請求人が示している近隣土地の固定資産税評価額は、おそら

く宅地のものであると思われますが、これも本件土地とは現況が異なるものであり、

比較対象として適切ではありません。 

現況の状態での本件土地の評価額は、以下のとおり積算されるものであり、本件売

買の価格は「廉価」とはいえません。 

積算内容は次のとおりです。 

準備工    108,924,000円 

土工事    100,315,000円 

擁壁工事等   38,275,000円 

（小計）直接工事費  247,514,000円 
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共通仮設費   22,474,000円 

現場管理費   74,813,000円 

一般管理費等  40,686,518円 

（小計）諸経費    137,973,000円 

  

控除額合計  385,487,000円  

鑑定額 712,900,000 円から控除額 385,487,000 円を引きますと、最低価格

327,413,000円となります。 

 

○イ  住民監査請求書２ページ上から１行目、「最低売却価格の金額設定は埋立造成費用を

考慮したとしても著しく低い金額である。」の部分について、著しく低い金額であると

いうことはなく、誤りです。 

理由について、埋立造成費用は、活用計画案作成の中で専門家が算出した数値と市

の独自計算による数値とを参考にして算定したものであり、正当な金額と考えていま

す。 

したがって、最低売却価格の金額設定が著しく低い金額であるということはありま

せん。 

 

○ウ  住民監査請求書２ページ「請求の趣旨」の３、第２段落１行目から２行目、「本件売

買契約の代金額は、著しく低額であって「適正な対価」とはいえない。」の部分につい

て、本件売買契約の代金額が著しく低額ということはなく、誤りです。 

理由としましては、先程述べた１つ目、２つ目の理由に同じです。 

 

○エ  住民監査請求書２ページ「請求の趣旨」の３、第３段落上から２行目から４行目の

「豊中市待兼山町 163 番 1 の土地と一体で造成することが入札条件及び実質的には

5000㎡を超える売買契約であって」の部分については、実質的に５，０００平方メー

トルを超える売買契約ということはなく、誤りです。 

理由としまして、本件において一体的に造成される土地は、宅地、公園用地、歩道

橋用地と用途目的をそれぞれ異にしますので、本件土地の契約面積に他の土地の面積

を合算することは、合理性を欠くものであります。本件売買により財産区から落札者

へ譲渡される土地の面積は４，９５０平方メートルであり、５，０００平方メートル

を超えるものでないことは明らかです。 

 

② 請求人らが違法又は不当とする理由についての見解を述べてください。 

 

○ア  住民監査請求書１ページ「請求の趣旨」の２、第 1 段落上から５行目から６行目、

「本件売買は違法あるいは不当な財産の処分に該当し、北刀根山財産区に多額の被害

を及ぼすものである。」の部分について、先ほど述べましたように、本件売買は「廉価

での財産処分」ではないので「違法あるいは不当」ではありません。また、「廉価での
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財産処分」には当たらないので北刀根山財産区には財産上の損害が発生しておりませ

ん。 

 

○イ  住民監査請求書１ページ「請求の趣旨」の２、第２段落下から３行目から５行目、

「このような廉価での財産処分は、本件売買は違法あるいは不当なものである。」の部

分について、先ほど述べましたように、本件売買は「廉価での財産処分」ではないの

で「違法あるいは不当」ではありません。 

 

○ウ  住民監査請求書２ページ上から３行目から４行目、「なぜ最低売却価格より

245,159,572円高い金額で応札したのか、落札者の入札資格（反社会的団体等の関係）

を含め精査すべきである。」の部分について、一般的に土地売却の入札においては、応

札者のニーズやその物件を利用した事業の採算性など、様々な要素から応札価格を決

定するものです。応札金額の設定理由を詮索することは、入札による売却という制度

そのものの趣旨を没却することにつながるので妥当ではありません。 

 

○エ  住民監査請求書２ページ「請求の趣旨」の３、第２段落上から３行目から５行目、

「鑑定評価額から埋め立て造成費用を差し引いたという理由で、その経緯および金額

算出根拠を議会で説明し議決を得るべきである。」の部分について、先ほど述べました

ように、本件売買の価格は、評価額を上回るものであり、「適正な対価」であるので法

第９６条第１項第６号の議決を要するものではありません。 

 

○オ  住民監査請求書２ページ「請求の趣旨」の３、第３段落上から５行目から６行目、

「5000㎡の僅か 1％の 50㎡を下回るように分割して売却することは、議会の議決を回

避することを目的としたもので不当である。」の部分について、本件は、公園の予定地

として必要となる部分と、隣接する大阪中央環状線にかけた歩道橋の橋脚の一部用地

として使用している部分を確保した残りの部分を売却することとしたものであり、議

会の議決を回避することを目的としたものではありません。 

 

③ 豊中市大字北刀根山財産区には、財産区議会、財産区管理会が設置されているのか。 

設置されていない場合は、その理由を示してください。 

 

 財産区議会、財産区管理会ともに設置されていません。 

理由は、地方自治法では財産区財産の管理処分については市町村の財産と同様の取

扱いとすることを原則としつつ、例外的に意思決定機関を設ける必要がある場合に可

能としています。当市の場合は財産区議会等を設置する必要がないことから、設置し

ていないものです。 

 

④ 甲第１号証「財産区有地売却実施要領」の策定はどのように行われたのか。 

計画に至るきっかけから策定まで、日時・会議名・検討内容・公表の状況など詳細に

示してください。 
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「財産区有地売却実施要領」は、北刀根山実行組合の意見や、待兼山町南自治会か

らの要望などを考慮して北刀根山財産区財産管理者である豊中市長が決定したもので

す。 

平成２４年１月１７日、北刀根山実行組合から池の処分に関する要望書を受けまし

た。 

平成２４年７月１３日、北刀根山実行組合からの要望を受け、庁内照会。 

平成２４年１１月から平成２５年２月にかけまして、周辺の自治会、待兼山町南自

治会及び清風荘自治会、近隣の施設、市民団体等へ池の売却の話があることを口頭で

説明。周辺自治会から要望を受けました。平成２５年２月１日、平成２５年２月１２

日です。 

平成２４年３月から９月までにつきまして、「保全したうえでその活用策を地域住民

と共に考え、講じていただきたい」との要望を受け、再度処分の方向性についての庁

内調整を行いました。庁内照会では池の利活用について買取り希望がなかったため、

金坂池を公園として利用できないか、一部に公園として整備できないか等の調整を行

いました。 

平成２４年１０月から平成２７年３月にかけて、処分の方向性について再度実行組

合と意見交換の場を持つとともに、現地の測量を行いました。それは、平成２６年３

月１２日です。また、面積の更正登記を行いました。 

平成２６年５月、実行組合から一部に公園を整備する案での売却を求める旨の要望

を受けました。 

一部に公園を整備する案の作成について、実行組合と５回会合を持ちました。 

一部に公園を整備するという大枠の案について、平成２７年１２月６日周辺自治会

及び北刀根山財産区の区域内にあるその他８つの自治会へ説明し、意見交換を行いま

した。 

次に、周辺の自治会との関係です。 

平成２７年１１月１２日、１２月６日、１２月１２日、住民説明会に出席しました。 

平成２８年１月１４日の質問に、平成２８年２月２９日に回答しています。 

平成２８年４月１１日、処分への不同意の回答を受理しました。 

その他の自治会ですが、平成２７年１２月から平成２８年２月に説明し、周辺の自

治会の意向を尊重する旨の回答を口頭で得ています。 

平成２８年７月から１１月にかけて、「金坂池活用計画案作成業務」委託を行ってい

ます。 

平成２８年１２月から平成２９年２月にかけて、上記の委託業務の成果を参考に作

成した配置案を実行組合、周辺自治会に説明を行いました。 

平成２８年４月から６月にかけて、周辺自治会及び近隣施設との意見交換を行いま

した。 

平成２９年４月７日、自治会から「質問事項と要望書」を受理し、平成２９年４月

２６日に回答をしました。そして、平成２９年５月１３日に回答文の内容を説明しま

した。 
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平成２９年５月１５日、近隣施設から要望書を受理しました。同じく５月２０日に

回答をしました。 

平成２９年５月１６日、自治会から意見書を受理しました。 

平成２９年６月９日、近隣施設から再度の要望書を受理しました。 

平成２９年６月２０日、再度の要望書への回答を行っています。 

平成２９年６月、市議会において金坂池の公用廃止及び売却に関する補正予算につ

いて議決をいただきました。 

平成２９年７月から１１月にかけて、庁内で売却時の特約事項の詳細を決め、売却

実施要領を作成しました。 

平成２９年１１月２９日、売却実施要領での特約事項について周辺自治会に対して

事前の情報提供を行いました。 

 

⑤ 公園、水辺空間用地、住居地域の計画策定はどのように行われたのか。計画段階から

策定まで、日時・会議名・検討内容・公表の状況など詳細に示してください。 

売却面積を４，９５０平方メートルとした理由及び公用廃止した７，６１８．０５平

方メートルとの関係を示してください。 

土地売却と住宅公園等の工事をセットにした事業方式を採用した理由を示してくださ

い。 

 

当該土地の売却を検討するに当たっては、当初池全体の単純な売却を考えていまし

たが、周辺の住民が長年公園の設置を要望していること、また、なんとか池を残して

ほしいという思いを持っておられることを考慮し、水辺空間を備えた公園の設置を取

り入れたものです。なお、検討の経過については先ほどと重複しますので省略します。 

公園の予定面積としては街区公園の標準面積である２，５００平方メートルを設定

しました。また、当該土地には中央環状線に架けた歩道橋の橋脚の一部用地として使

用している部分があり、この部分を別途確保する必要がありました。この結果、池全

体面積７，６１８平方メートルから、公園予定地２，５３７平方メートル、歩道橋用

地１２９平方メートルを引きまして、売却面積４，９５０平方メートルとなりました。 

造成については、売却部分のみではなく池全体を同時に埋め戻す方が、それぞれ単

独で行うよりも費用、期間とも双方ともに効率が良いため、売却をしない部分を含め

て埋戻しを行うことを条件としたものです。池を埋め立てる場合に一部は埋め立てて、

一部を池で残すような場合は土留めとなる擁壁が必要となるが、池全体を埋め立てる

場合に半分埋めて後に半分埋めようとすると、土留めの擁壁が必要となります。この

擁壁は残りを埋めた時点で埋まってしまうもので不要となるもので、一度に埋戻しを

行うとこの擁壁が不要となり全体の経費として効率的であるためです。 

 

⑥ 鑑定評価依頼の前提条件及び鑑定内容について、詳細に示されたい。 

 

不動産を売却するに当たっては、不動産の経済価値に関する専門家である不動産鑑

定士の鑑定評価額を参考に売却価格を決定しています。 



11 

ただし、本物件は現況が池であるため鑑定評価が難しいために、そこで鑑定評価は

更地（造成後の状態）での評価を依頼し、それに係る造成費は「金坂池活用計画案作

成業務」の中で算出することとしました。 

鑑定の詳細については鑑定報告書のとおりです。 

 

⑦ 最低売却価格の算出経緯を示されたい。また、造成費用の積算を行ったのか。行って

いれば、積算内容を示されたい。 

 

現況は池ですが、鑑定評価額は更地（造成後の状態）で算定していることから最低

売却価格の設定については、鑑定評価額から造成費用を控除して算出を行いました。 

造成費用については、池全体を単純に埋めるために必要となる費用として「金坂池

活用計画案策定業務」の中で算出された費用を採用し、さらに、売却実施要領で付し

た条件を実行するために最低限必要と見込まれる擁壁工事の費用として、市において

大阪府建設工事積算基準書を基に積算した費用を加えて算出しました。 

積算内容は次のとおりです。 

準備工    108,924,000円 

土工事    100,315,000円 

擁壁工事等   38,275,000円 

（小計）直接工事費  247,514,000円 

 

共通仮設費   22,474,000円 

現場管理費   74,813,000円 

一般管理費等  40,686,518円 

（小計）諸経費    137,973,000円 

  

控除額合計  385,487,000円 

          鑑定評価額  712,900,000円 

（差引）最低売却価格 327,413,000円 

 

鑑定評価額から造成に必要な額を引く形での価格設定です。 

 

⑧ 入札時及び契約時の資格審査はどのように行ったのか示されたい。 

 

入札参加時に参加者から以下の内容の誓約書の提出を求めています。この方法は市

の財産を売却する際に行っている通常の方法と同様です。 

1.財産区有地売却実施要領「条件付一般競争入札」中の５．入札に参加する者に必

要な資格「法施行令第１６７条の４の規定」に該当しません。 

2.財産区有地売却実施要領「条件付一般競争入札」の記載内容及び現地の状況並び

に売却物件の法令上の規制等すべて承知の上で申込みます。 

3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第  
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２条第２号から第４号まで若しくは第６号又は豊中市暴力団排除条例（平成２５

年豊中市条例第２５号）第２条第３号に掲げる者のいずれにも該当しません。 

4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号から第４号まで若

しくは第６号又は豊中市暴力団排除条例第２条第３号に掲げる者か該当の有無を

確認するため、財産区から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出

します。 

5.豊中市大字北刀根山財産区が本誓約書及び役員名簿等から収集した個人情報を、

大阪府警察本部、大阪府豊中警察署又は大阪府豊中南警察署へ提供することに同

意します。 

6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団

若しくは法律に基づく公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定さ

れている者の事務所又はその他これに類するものの用に供しません。 

7.入札結果について、法人名又は個人名及び落札金額を公表することに同意します。 

以上が誓約書の内容です。 

 

（２）請求人ら代理人からの意見 

・大阪府警ないし豊中警察署へ、反社会的勢力に関係するかという照会をしていないの

ではないか。照会をすることに同意するという書面をもらっているだけで、実際には

照会をしていない。 

・鑑定書の金額から造成費を引いたとのことだが、池全体の造成費用を引いたのではな

いか。今回の売却は池全体ではないということを考慮していない。 

 

 ４．監査対象事項 

条件付一般競争入札により金坂池の一部である４，９５０．３９平方メートル（実測面積）

の土地（豊中市待兼山町１６３番５。以下「本件土地」という。）を売却したことが法第９６

条第１項第６号又は第８号等に違反し、違法又は不当な財産の処分又は契約の締結に該当す

るか否か及び北刀根山財産区に損害を与えたか否かを監査対象事項とした。 

 

５．監査の結果 

（１）事実の確認 

① 適正な対価について 

法第９６条第１項第６号及び第２３７条第２項の規定により、地方公共団体は、条例

又は議会の議決によらなければ「適正な対価」なくして財産を譲渡できないとされてお

り、普通財産の譲与又は減額譲渡については、豊中市財産条例（昭和３９年豊中市条例

第９号）第３条各号の規定に該当するときは、譲与又は時価よりも低い価格で譲渡する

ことができるとされているが、本件土地の処分に関してはこれらの規定に該当しない。 

よって、本件土地を適正な対価なくして譲渡する場合は議会の議決を要するが、適正

な対価で譲渡する場合は議会の議決を要しない。 
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② 議会の議決に付すべき財産の処分について 

法第９６条第１項第８号の規定により、条例で定める財産の処分は議会の議決を要す

るとされており、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分並びに重要な公の

施設に関する条例（昭和３９年豊中市条例第１２号）第３条で、「法第９６条第１項第８

号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は，予定価格 

２０，０００，０００円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い（土地については，

１件５，０００平方メートル以上のものに係るものに限る。）とする。」と規定している。 

 

   ③ 本件土地の売却に係る条件付一般競争入札について 

本件土地の売却に係る条件付一般競争入札においては、本件土地の北及び東に接する

豊中市待兼山町１６３番１に公園及び公園に付随する水面を備えた空間（以下「水辺空

間」という。）の整備が予定されており、売却に際して、買受人が本件土地及び豊中市待

兼山町１６３番１を一体で造成することを条件としていた。 

また、契約に際し付す主な特約には、「公園用地の埋戻し計画地盤高は市道待兼山町第

７号線の高さを基準とした計画高として設定しており、水辺空間用地は公園用地の計画

高より 7.0ｍ下がりを計画高としているため、買受人の責任により、公園用地及び水辺空

間用地を契約締結日から１０年以内に計画高まで埋戻しを行うこと。また、埋戻しの際

の土砂等については、産業廃棄物等の有害物質が混入している土砂を使用しないこと。」、

「造成工事により本物件、公園用地、水辺空間用地には各々高低差が発生するため、契

約締結日から１０年以内に買受人の責任において高低差が発生する箇所については擁壁

を設置すること」、「契約締結日から１０年以内に、公園用地に本物件と同様の地盤改良

を実施すること。なお、地盤改良等の手法については事前に財産区の承諾を得ること。

また、水辺空間用地については地盤改良を実施しないこと」とする事項があった。 

 

④ 本件土地の予定価格（最低売却価格）について 

本件土地の予定価格（最低売却価格）は、不動産鑑定士による本件土地の評価額（以

下「鑑定評価額」という。）から埋立造成費用等を控除して算出されていた。 

   ○ア  本件土地の鑑定評価額について 

本件土地の不動産鑑定については、北刀根山財産区財産管理者である豊中市長が依

頼した。鑑定評価書によると、鑑定評価に当たっては、「公正妥当な態度を保持し、専

門職業家としての良心に従い、誠実に不動産の鑑定評価を行った」とされている。 

また、本鑑定においては、鑑定評価の条件として、本件土地を含む金坂池全体につ

いて埋立造成（粗造成）工事が完了した状態を所与とした更地としての正常価格を求

めている。 

なお、国土交通省が定める不動産鑑定評価基準において、正常価格とは、「市場性を

有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす

市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう。」とされている。 

   ○イ  本件土地の埋立造成費用等について 

本件土地の予定価格（最低売却価格）を設定する際に控除した埋立造成費用等は、

次のとおり算出されている。 
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１．準備工      108,924,000円 

２．土工事      100,315,000円 

３．擁壁工事等     38,275,000円 

【直接工事費】   247,514,000円……Ａ（＝１～３小計） 

４．共通仮設費     22,474,000円 

５．現場管理費     74,813,000円 

６．一般管理費等    40,686,000円 

【諸経費】     137,973,000円……Ｂ（＝４～６小計 千円未満切捨） 

（Ａ＋Ｂ）埋立造成費用等 385,487,000円 

 

上の「１．準備工」及び「２．土工事」は金坂池活用計画案作成業務報告書（甲第７

号証。以下「金坂池活用計画案作成業務報告書」という。）において算出された、金坂

池全体の埋立造成費用である。ただし、上の「２．土工事」については、金坂池活用計

画案作成業務報告書における「2. 土工事」のうちの工種の一つである「整地工」に係

る費用を控除した上で金額を算出している。 

また、「３．擁壁工事等」は、水辺空間を備えた公園用地の工事費用であり、資産活

用部土地活用課（以下「土地活用課」という。）において算出された。 

さらに、「４．共通仮設費」、「５．現場管理費」、「６．一般管理費等」について

も、大阪府が作成した平成２９年度版建設工事積算基準書（以下「建設工事積算基準

書」という。）を用いて土地活用課において積算された費用である。 

 

⑤ 本件土地の売却契約に至るまでの経緯について 

金坂池は、かんがい用水を確保するために作られた池で、北刀根山財産区財産であ

った。 

平成２４年１月、かんがい用水を利用する権利を持ち、金坂池の管理を行ってきた

北刀根山実行組合から、北刀根山財産区財産管理者である豊中市長に、金坂池売却の

要望があった。これは、かんがい用水の利用が終了したことと、北刀根山財産区の資

金が枯渇したためである。 

平成２４年７月、市は金坂池売却の検討に先立ち、庁内各部課で金坂池の買取りが

可能かどうかという項目を含む庁内照会を行った。 

金坂池売却の検討は、以降も続き、平成２７年１２月、市は、「民間活力により金坂

池を開発し、公共スペースとして水辺空間を備えた公園を設置するとともに、周辺と

調和した良好な住宅等を整備」するとして、金坂池周辺自治会等に「金坂池の有効活

用について」と題した案を提示した。 

この案においては、金坂池の活用の「実施方法」として次のように提示していた。 

 

「（１）財産区は市と協力し、次の①～③の内容に適合した開発等を行うことを条件

として、競争入札方式により金坂池を売却します。 

①池全体（面積:約７，６００㎡）を開発し、このうち北側の一部（面積：    

２，５００㎡）については公園用地として整備する。 
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②公園用地は市に売却する。 

③残る部分（面積:５，１００㎡）は開発し、住宅等を整備する。」 

 

なお、本案の時点で水辺空間を備えた公園用地として２，５００平方メートルを提

示したのは、都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９０号）により街区公園の標準

面積が２，５００平方メートルであるためであった。 

その後、平成２８年１１月、市が委託した金坂池活用計画素案作成の報告書である

金坂池活用計画案作成業務報告書において、本件土地売却案に至る土地の利用計画が

示された。 

平成２９年６月、北刀根山財産区財産管理者である豊中市長は、平成２９年６月議

会において、北刀根山財産区財産である金坂池（分筆前の豊中市待兼山町１６３番１ 

面積７，６１８．０５平方メートル（実測面積））の公用廃止と本件土地の売却に関す

る補正予算の議案を提出した。 

これらの議案は可決され、平成２９年１１月１７日に、次のように分筆が行われた

（いずれも公簿面積）。 

待兼山町１６３番１  ２，５３７平方メートル（水辺空間を備えた公園用地） 

待兼山町１６３番４    １２９平方メートル（歩道橋の橋脚用地） 

待兼山町１６３番５  ４，９５０平方メートル（本件土地）  

（計）        ７，６１８平方メートル 

その後、本件土地については、平成２９年１２月２５日に入札が行われ、平成３０

年１月１５日に売買契約が締結された。 

 

⑥ 豊中市の契約事務について 

本件土地の売却は、条件付一般競争入札によるものである。 

法第２３４条に規定する一般競争入札について、総務省は、その意義を、「公告によ

って不特定多数の者を誘引して、入札により申込をさせる方法により競争を行わせ、

その申込のうち、地方公共団体にとって最も有利な条件をもって申込をした者を選定

して、その者と契約を締結する方法」としている。 

一般競争入札の参加者の資格については、地方自治法施行令（昭和２２年政令第  

１６号）第１６７条の４の規定に基づき定めている。 

また、契約については、豊中市暴力団排除条例において、次のとおり規定している。 

 

（公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除） 

第７条 市は，暴力団員及び暴力団密接関係者が公共工事等及び売払い等の契約の相

手方（以下「契約相手方」という。）並びに次に掲げる者（以下「下請負人等」と

いう。）となることを許してはならないものとする。 

(1) 下請負人（公共工事等に係る全ての請負人又は受託者（契約相手方を除く。）

をいい，第２次以下の下請契約又は再委託契約の当事者を含む。以下同じ。） 

(2) 契約相手方又は下請負人と公共工事等に係る資材又は原材料の購入契約その

他の契約を締結する者（下請負人に該当する者を除く。） 
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（公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置） 

第８条 市長は，前条の趣旨を踏まえ，次に掲げる措置を講じるものとする。 

(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し，公共工事

等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと。 

(2) 公共工事等及び売払い等に係る入札の参加者の資格を有する者（以下「有資

格者」という。）が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合

には，当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと。 

(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には，

必要に応じ，その旨を公表すること。 

(4) 公共工事等及び売払い等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がな

く取り下げ，かつ，当該登録を取り下げた日から１年を経過しない者であって，

暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲

げる措置に準ずる措置 

(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約相手方とし

ないこと。 

(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該

当すると認められた場合には，当該公共工事等及び売払い等の契約を解除する

こと。 

(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認め

られた場合には，契約相手方に対して，当該下請負人等との契約の解除を求め，

契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には，契約

相手方との当該公共工事等の契約を解除すること。 

(8) 前各号に掲げるもののほか，公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を

図るために必要な措置 

２ 市長は，前項各号（第３号及び第４号を除く。）に掲げる措置を講じるために必

要があると認めるときは，契約相手方及び下請負人等に対し，これらの者が暴力

団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求

めることができる。 

３ 市長は，前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当す

ると認めるときは，その旨を公表することができる。 

 

（２）判断 

① 売却価格が時価より著しく低廉であり、違法又は不当な財産の処分であるか否かにつ

いて 

請求人らは、本件土地を、鑑定評価額又は近隣土地の固定資産税評価額から割り戻し

た本件土地の時価（以下「固定資産税評価額から割り戻した時価」という。）よりも廉価

で売却したことは違法又は不当であると主張している。 

鑑定評価額は、埋立造成（粗造成）工事が完了した更地としての額であり、また、固

定資産税評価額から割り戻した時価は、造成後の宅地を前提に算出された額であると推

測できる。 
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本件土地は、宅地として利用するためには埋立造成を要する池の状態であるのだから、

その売却価格が鑑定評価額又は固定資産税評価額から割り戻した時価を下回ることは明

らかであり、このことを理由に廉価での財産処分で違法又は不当とする請求人らの主張

は採用できない。 

なお、固定資産税評価額から割り戻した時価は、地価公示価格水準の価格であると解

するが、地価公示価格は近隣地域内のすべての土地の価格を画一的に示すものではなく、

実際の土地取引について地価公示価格等を利用する際は、その価格とともに公示されて

いる諸事項をも十分参考として要因を比較した上で、土地の価格を算出する必要があり、

本件土地については、その必要を満たすために、不動産鑑定をもってその価格を算出し

たものであり、予定価格（最低売却価格）を設定する際に、その根拠として鑑定評価額

を用いることは適切な手法であると認められる。 

一方、請求人らは、予定価格（最低売却価格）の金額設定は埋立造成費用を考慮した

としても著しく低い金額であると主張しているので、本件土地の予定価格（最低売却価

格）設定における鑑定評価額からの算出方法の妥当性について検討する。 

請求人らは、本件住民監査請求補充書において、「金坂池活用計画案作成業務報告書（甲

７）における直接工事費（準備工事、土工事、擁壁工事等金 314,421,000円）の中には、

本来、土地購入後に開発業者が負担すべき防災工事、擁壁工事、道路工事等が含まれ、

また、概算工事費（直接工事費に諸経費 30％を加えたもの）の内容は不明であるから、

これらの費目は本件の売却においては考慮すべきものではない」とし、さらに、「金坂池

の埋め立て工事費用としては、「準備工事」と「土工事」の合計金額である金 209,914,000

円が正当な工事代金である」と主張しており、埋立造成費用を控除することの正当性は

認めながら、開発業者が負担すべき費用及び概算工事に係る経費を考慮すべきでないと

している。 

しかるに、本件土地売却に係る入札においては、本来落札者が実施する必要のない水

辺空間を備えた公園用地の造成工事や擁壁工事等を行うことを条件として付加している

ことから、鑑定評価額からこれらの費用や経費を控除しないで予定価格（最低売却価格）

を設定した場合は、落札者に過重な負担を強いることとなるだけではなく、売買契約そ

のものが成り立たなくなる蓋然性が高く、請求人らの主張は独自の見解に過ぎないので

あって、容認できるものではない。 

したがって、これを前提に、鑑定評価額又は固定資産税評価額から割り戻した時価か

ら工事代金を控除して得た額と売却価格との比較をもって、売却価格が時価より著しく

低廉であり、違法又は不当であるとする請求人らの主張を採用することはできない。 

資産管理課は、本件土地の予定価格（最低売却価格）を算出するに当たり、鑑定評価

額からの控除額を、金坂池活用計画案作成業務報告書における「準備工」及び「土工事」

（ただし、整地工部分は除く。）の費用並びに土地活用課で算出した水辺空間を備えた公

園用地の擁壁工事費用に、建設工事積算基準書を用いて積算した経費を加算して得た額

（385,487,000 円）としており、本件土地の入札に付された条件の内容と符合し、その

算出過程に合理性を疑わせるような点はなく、予定価格（最低売却価格）の金額設定は

埋立造成費用を考慮したとしても著しく低い金額であるとする請求人らの主張が失当で

あることは明らかであり、本件土地が著しく廉価で売却され、違法又は不当な売買によ
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り北刀根山財産区に損害を与えたとは認められず、裁量権の逸脱、濫用はない。 

 

② 適正な対価なき譲渡としての議会の議決を得なかったことが違法又は不当であるか否

かについて 

本件土地の譲渡は、法第２３４条第３項の規定に基づき、一般競争入札により予定価

格（最低売却価格）を定めてそれ以上の範囲内で最高の価格をもって申込みをした者を

契約の相手方とするものである。 

予定価格（最低売却価格）は、前述のとおり、その設定に当たって、合理性を疑われ

るような算出過程がなく、かつ、当該予定価格（最低売却価格）を約７割上回る金額で

落札、譲渡されており、法第９６条第１項第６号及び法第２３７条第２項に規定する「適

正な対価なくして」譲渡したことに該当しないことは明白であり、これらの規定による

議会の議決を得なかったことが違法又は不当でないことは明らかである。 

 

③ 実質的には５，０００平方メートルを超える売買契約としての議会の議決を得なかっ

たことが違法又は不当であるか否かについて 

財産区有地売却実施要領（甲第１号証）において、本件土地の売却に際しては、「買受

人が本物件及び豊中市待兼山町１６３番１を一体で造成することを条件」としているが、

売払いが行われるのはあくまで本件土地である４，９５０平方メートル（公簿面積）の

部分のみであり、財産区有地売買契約書（甲第２号証）の「契約上の特約２」に記載の

とおり、豊中市待兼山町１６３番１（水辺空間を備えた公園用地）については、契約締

結日から１０年以内に埋戻し（埋立て）を行うこと等を条件として付加しており、当該

条件に係る工事の完了後に北刀根山財産区が市への売却を予定していることから、処分

に関して本件土地と処分の時期が定かでない豊中市待兼山町１６３番１との一体性は認

められない。 

また、金坂池にかかわる計画のごく当初から街区公園の標準面積を持つ公園の設置が

想定されていたこと、平成２９年６月に金坂池の公用廃止と本件土地の売却に関する補

正予算について議会の議決を得ていること、更には、その際に金坂池の敷地の一部に水

辺空間を備えた公園を整備する方針であることなど、公用廃止後の金坂池の処分案を明

らかにした上で議会の議決を得ていることを考慮すると、市が特段の意図をもって本件

土地の売却面積を５，０００平方メートルをわずかに下回る４，９５０平方メートル（公

簿面積）に設定したとは認められない。 

よって、本件土地の処分は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分並び

に重要な公の施設に関する条例第３条に規定する１件５，０００平方メートル以上の土

地の売払いに該当せず、議会の議決に付さなかったことは違法又は不当ではない。 

 

④ 入札資格を有しない者との入札、契約であるかどうかについて 

本件土地の売却において、入札に際しては入札参加者から誓約書を徴収するとともに、

契約書には次の条項を規定している。 

（契約の解除） 

第１７条 甲は、乙が次のいずれかに該当する場合は、催告その他何らの手続を経
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ないで、本契約を解除することができる。 

（１） 乙が本契約に定める義務を履行しないとき。 

（２） 乙が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号から第４号まで若しくは第６号又は豊中市暴力団排除

条例（平成２５年豊中市条例第２５号）第２条第３号の規定に該当すると認

められるとき。 

（３） 資格を偽る等、不当な行為により本契約を締結したとき。 

（４） 乙が本契約に定める規定に違反したとき。 

以上のとおり、入札及び契約に際し、必要な措置が講じられており、本件土地の売却

に係る入札及び契約の手続に法的瑕疵はない。 

なお、あらゆる入札や契約において、その資格を満たすか否かについて事前に警察へ

照会を行わないことをもって、その入札や契約が違法又は不当であるとは到底いえない。 

 

また、請求人らのその余の主張については、いずれも本件土地の処分に係る財務会計上

の行為に関わるものではないことから、判断を要しないと考える。 

 

（３）結論 

以上のことから、請求人らの主張に理由はなく、請求人らが求める措置の必要性は認め

られない。 


